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（参考１） 

財 務 状 況 

 

①当期総利益又は総損失  総利益（総損失）           0 億円 

②利益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金（繰越欠損金）      0 億円 

③-1 当期運営費交付金債務（一

般勘定） 
        1 億円（執行率    84.7％） 

③-2 当期運営費交付金債務（労

災勘定） 
         0 億円（執行率     89.7％） 

③-3 当期運営費交付金債務（雇

用勘定） 
             3 億円（執行率     89.6％） 

 

④運営費交付金の執行

率が９０％以下となっ

た理由 

・受講料収入等自己収入の収支差を交付金事業に充当し

たことにより生じた。 

・事務系職員の定年退職者不補充及び給与水準引き下げ

の継続実施により生じた。 

・一般競争による入札効果により生じた。 

・受託業務の取り止め等、業務の見直しにより生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考２） 

人 件 費 管 理 

 

①給与水準・総人件費の

状況 

・ 給与水準については、当機構事務職員の対国指

数は 121.3 と 100 を超えているが、その理由は①

主たる勤務地が東京都であること、②事務職員の

約 93％が大卒以上（国家公務員行政職俸給表(一)

職員は約 49％（「平成 20 年国家公務員給与等実態

調査」））であること、によるものであり、こうし

た地域差及び学歴差を調整した後の指数は 104.8

となり、国とほぼ均衡しているものと考える。 

  こうした国との均衡は、平成 16 年度より実施し

ている人件費削減の独自の取組（事務職本俸の

２％削減、事務職員の職務手当支給率の削減（部

長：20％→15％、課長 15％→10％、課長補佐 8％

→7％）等）を継続して実施してきたことによるも

のであり、今後も引き続き上記独自の取組を行っ

ていく。 

・ 総人件費については、現在業務の重点化による

人員の削減等に努めているところであり、給与、

報酬等支給総額は、平成 20 年度は 1,112,961 千円

であり、平成 17 年度(基準年度)1,201,763 千円と

比較して 8.1%の削減となっている。 

②福利厚生費の見直し

状況 

・ レクリエーション経費については、自民党(無

駄遣い撲滅プロジェクトチーム)が取りまとめた

「無駄遣い撲滅対策」において、「レクリエーシ

ョン経費について、国費(運営費交付金)を財源と

する独立行政法人からの支出は全廃する。」とさ

れたことを受け、雇用・能力開発機構厚生会への

支出によって実施していた「文化・教養・体育事

業の補助」事業について、平成 20 年度は執行を

停止するとともに 21 年度からは廃止することと

した。 

・ その他の福利厚生費については、法人発足時よ

り職員の健康の保持・増進を目的とした産業医の

選任や健康診断など必要最小限の経費のみであ



り、保養施設の設置・運用等の余暇活動等に係る

経費は一切支出していない。 



（参考３） 

契   約 

 

①契約に係る規程類、体

制の整備状況 

○契約に係る規程類の整備状況等 

・入札に係る公告期間等は、国と同様の基準である。 

・指名競争入札の限度額は国と同額とした。(21.6.4

契約事務実施細則を改正済) 

・包括的随契条項については削除した。(20.11.10

契約事務実施細則を改正済) 

・予定価格の作成・省略に関する定めについては、

国と同額の基準である。 

・総合評価方式及び複数年契約については、規程に

定めがある。 

・上記の要領・マニュアルの整備については、企画

競争については整備しているが、総合評価方式と

公募については、件数が少ないため、実施の都度

要領を定めている。 

○審査体制等 

・１００万円を超えるすべての契約案件については、

総務部評価課の内部審査を経て、その後監事の確

認を得て契約を締結している。特に、随意契約を

行ったものについては、４半期ごとに「随意契約

審査委員会」において審査を受け、さらに、この

審査結果について監事による監査を随時受けてい

る。審議後の審査結果は、HP にて公表するととも

に総合評価諮問会議でも報告するなど、審査体制

の実効性を確保している。 

・１者応札の改善について 

１者応札・１者応募に係る改善方策を策定し、ホ

ームページに公表した。(21.6.15 付け別添のとお

り) 

・第三者に再委託している例はない。 

 



②「随意契約見直し計

画」の実施・進捗状況 

○随意契約見直し計画の進捗状況等 

・進捗状況 

１９年度の見直し件数２０件、２０年度は１９件。

２１年度以降の見直しは１４件となり、順調に推

移している。 

・効果 

例えば、これまで製造元企業のみでしか契約でき

ないとされていた「空調自動制御機器の保守」に

ついて、公募を行ったところ４者の応募があり、

一般競争入札を行った結果1,785千円(3,045千円

→1,260 千円)の節約効果を得られた。 

○随意契約の対１９年度比率 

１９年度の契約総件数１３７件のうち競争性のな

い随意契約は６１件(44.5％)、金額ベースでは

29.3％であったが、２０年度では総件数１０９件

に対して同３５件(32.1%)、金額で 25.0%となり、

どちらも着実に減少している。 

○随意契約の相手方から第三者への再委託の状況 

契約書に再委託禁止等の条項を設けており、一部

委託の承認申請もなかった。 

 

 



（参考３の２） 

 

Ⅰ 平成２０年度の実績【全体】 

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

競争入札等 
67 件 

( 62%) 

5.84 億円 

(  72%) 

企画競争等 
7 件 

(   6%) 

0.25 億円 

(   3%) 

競争性のない随意契約 
35 件 

(  32%) 

2.03 億円 

(  25%) 

合 計 
109 件 

( 100%) 

8.13 億円 

( 100%) 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 「競争入札等」には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 

 

 

 

Ⅱ 平成２０年度の実績【同一所管法人等】 

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

競争入札等 
0 件 

(   0%) 

0 億円 

(   0%) 

企画競争等 
1 件 

( 100%) 

0.01 億円 

( 100%) 

競争性のない随意契約 
0 件 

(   0%) 

0 億円 

(   0%) 

合 計 
1 件 

( 100%) 

0.01 億円 

( 100%) 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 「競争入札等」には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 



 

 

Ⅲ 平成２０年度の実績【同一所管法人等以外の者】 

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

競争入札等 
67 件 

(  62%) 

5.84 億円 

(  72%) 

企画競争等 
6 件 

(   6%) 

0.24 億円 

(   3%) 

競争性のない随意契約 
35 件 

(  32%) 

2.03 億円 

(  25%) 

合 計 
108 件 

( 100%) 

8.11 億円 

( 100%) 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 「競争入札等」には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。



 

（参考４） 

内 部 統 制 

 

①内部統制に係る取組

状況 

・平成１９年度から、コンプライアンス研修の拡大

強化に努め、毎年度計画的に研修を行うこととし

（年４回）、内部統制の徹底を図っている。 

・前年度は、職員向けコンプライアンス研修につい

ては、機構内のコンプライアンス推進担当者が中

心となって実施したが、20 年度は、４回の研修の

うち２回（ハラスメント防止研修」及び「情報セ

キュリティ研修」）について、各々の分野に深い

見識を有する外部専門家を講師として実施した。 

・また、内部講師による研修についても、まず、コ

ンプライアンス推進担当者自らが、下記の外部専

門機関の主催する研修に参加し、研鑽を深めたう

えで、実施した。 

 「知的財産権研修」（（独）工業所有権情報・研修館） 

 「情報セキュリティ対策実施トレーニング」（（株）富士通ラーニ

ングメディア） 

 「独法等研究機関における内部統制の構築のあり方について」（新

日本有限責任監査法人） 

 

・毎月の経営会議において効率的かつ効果的に事業

が進行しているかどうかを評価するとともに、コ

ンプライアンスの推進状況については、理事長を

委員長とするコンプライアンス委員会において、

定期的に評価・点検を行っている。 

・特に、20 年度は、コンプライアンスの推進状況に

ついて、チェックリストを作成し、それに基づき

評価・点検を実施した。 

 

 

 

 



（参考５） 

中期目標期間終了時の見直しを前提にした取組 

 

①中期目標期間の見直

しを前提にした取組状

況 

・「整理合理化計画」での指摘事項を踏まえ、プロジ

ェクト研究の統合再編を行うなど、研究内容がよ

り一層政策に資するものとなる研究を厳選して実

施することとし、それによる政策研究経費の削減

を図った。また、労働政策研究への直接的な効果

が高いものに重点化し、招へい・派遣数を削減す

ることとし、それによる国際研究交流経費の縮減

を図った。これらを踏まえ、平成 21 年 3 月に中期

目標・中期計画を改定した。 

・業務運営の効率化について、様々な効率化及び経

費削減のための取組を行ったことにより、一般管

理費については、平成２０年度予算と比較し、決

算では８．５％、業務経費では同様に１７．５％、

人件費にあっては８．２％とそれぞれ節減を図っ

ており、中期目標の各数値（平成１８年度と比較

して一般管理費では１５％以上、業務経費２５％

以上（改定後）、人件費１４％以上）に対し、確実

に達成できる状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考６） 

業務改善のための役職員のイニシアティブ等 

 

①業務改善のための役

職員のイニシアティブ

等の取組状況 

○業務改善のための取組 

・理事長のリーダーシップの下、経営会議等におい 

て、①毎月、業務の進捗状況を確認するとともに、 

②四半期毎に内部評価を行うなど、適切な業績評 

価を実施した。 

・有識者や行政官を対象としたアンケートを実施す

るとともに、ホームページ等を通じて業務・マネ

ジメントに関し国民の意見募集を広く行った。こ

れら評価、把握した意見をもとに、中期的な経営

課題に関する戦略的な意思決定を図った。 

○モチベーション向上のための取組 

・評価委員会による「研究員の長期的な育成やモチ 

ベーションの向上」との指摘に関し、理事長のリ

ーダーシップの下で真摯な検討を重ね、研究員が

蓄積してきた成果を単著・単行本として刊行でき

るようにすること等、具体的な対応策をとりまと

めた。 

・組織内のコミュニケーションを円滑にし、機構の

ミッションを職員に徹底するために、時宜をみて

理事長自ら全役職員に向けて訓示を行ったほか、

社内報の発行準備を進めた。 

○職員の能力開発のための取組 

・前年度に引き続き、各種就学支援制度や自己啓発 

制度の運用により、職員の専門的な資質の向上に

努めている。20 年度より新たに大学院修士課程へ

派遣した職員が、当該年度 1 年間の就学期間で修

士号を取得するなど、職員の資質向上は引き続き

進んでいる。 

・労働分野の政策研究機関として、組織全体の労働

問題対応力の向上を図るため、特に管理部門の事

務職員を対象とした労働問題や労働政策に関す 

る研修を新たに実施した。 



 

 



 


